
■ リスクマネジメント体制
　ミウラグループのリスクマネジメントは「リスクマネジメント基本
規程」に則り、当社にとって主要な対象リスクを担う部門の執行役
員がリスクマネジメント推進者となり、リスクマネジメントの推進・
対応策を整備しています。事業リスク影響評価への対応・検証につ
いては、リスクマネジメント定例会（年1回）で審議し、審議内容は
経営会議に報告され次期の活動方針の承認を得ています。また、
本体制に関する特に重要な事項は取締役会で決定されています。

● リスクマネジメント体制図

■ リスクマネジメントの取り組み
　ミウラグループの経営目標の達成を阻害する、様々なリスクを10

類型に分類し、リスクの発生頻度と損害規模の評価をもとにリスク
マップを策定し、リスクマネジメントの推進と対応策の整備を行っ
ています。リスクマップは、毎年1回、各部門の執行役員に対して実
施するリスク調査の結果に基づいて、定期的に見直し・再評価を行
っています。
　2025年3月期は、「各執行役員が担当部門のリスクの状況を監視
し、適時必要な対応を行う」という方針のもと、グループを一体と
して捉え、グループ内に存在するリスクに対する体制の整備・強化
を進めました。また、各部門のリスク低減に向けた取り組みを行い
ました。

■ 各部門におけるリスク低減に向けた取り組み例 （2025年3月期）

（1） 人手不足関連について、在宅勤務制度・副業制度の運用開始、
東京本社に採用部門を設置

（2）コンプライアンスを強化する活動を実施：①不正取引防止を目
的として、統括部長が販売代理店、工事業者等へ定期訪問しヒ
アリングを実施 ②研究活動の不正防止を目的として、「競争的

コンプライアンス リスクマネジメント

資金等の公的研究費の管理・監査規程」を制定し、不正に対す
る意識向上と防止体制を整備

（3） 進捗状況監視強化を目的に、サステナビリティ推進会議にお
いて進捗報告の実施を開始

● ミウラグループの主要リスク分布状況 （2025年3月期）

■ 情報セキュリティ
　お客様から信頼され続けるためには、お客様からお預かりした
情報資産ならびにミウラグループが保有する情報資産をあらゆる
脅威から保護し、適正に管理・運用することが求められます。当グ
ループでは、2025年度に「情報セキュリティ基本方針」を策定しホ
ームページ上で公開しています。これに基づいて情報資産の保護
体制を構築・運用するとともに、商品やサービスに関するセキュリテ
ィ保護にも配慮しながら企業活動を展開しています。

情報セキュリティ基本方針
https://www.miuraz.co.jp/csr/social/security.html

■ 情報セキュリティ体制
　情報セキュリティ委員会を設置し、お客様にご提供するITサービ
スにおけるセキュリティ体制を整備しています。また急増するサイ
バー攻撃に迅速に対応するため、CSIRT（コンピューターセキュリ
ティインシデント対応チーム）を設置し、セキュリティ脅威に対する
防御・対応を継続的に強化しています。
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重要性 リスク項目

中

高

取締役会

経営会議
（最高責任者：社長執行役員）

ワーキンググループ
（リーダー：主管部門の執行役員）

※BCP策定、教育ほか

BCP検討委員会
（委員長：社長執行役員）

リスクマネジメント事務局
（事務局長：総務部長）

各執行役員 各執行役員 各執行役員

各部門 各部門 各部門

● 補助金・建設業法に係わる不正
● のれん減損　● 為替変動

● 設備・機械の損傷・故障
● 品質（製造）不良・作戦対策
● 品質（設計）不良・作戦対策
● 据付施工欠陥及び搬入・据付時の事故
● 有害物質の非含有保証要求への対応不可
● 特許権侵害・被侵害
● 工事下請業者等の労働災害
● 有害汚染物質流出・土壌地下水汚染
● 税申告漏れ・税法認識違い
● グループ会社の会計基準等が不統一
● 合併・提携等の失敗
● 買収先企業の事業環境の悪化
● 人員不足・人事制度不満・士気低下
● 建設業 技術者の不足

■ コンプライアンス体制
　コンプライアンス委員会は、現在、管理統括本部担当の取締役を
委員長とし、委員8名の合計9名で構成されています。同委員会は
2025年6月より、四半期毎に定例会を開催しています（年4回のう
ち１回は年次定例会とし、必要に応じて臨時会を開催）。年次定例
会では、当期のコンプライアンス推進活動（教育、研修その他の取

● コンプライアンス体制図

■ コンプライアンス意識浸透に向けた取り組み

　ミウラグループでは、コンプライアンス意識の浸透に向けて、コ
ンプライアンスに関する教育に力を注いでいます。2025年3月期
の取り組みとして、法務部によるコンプライアンス基礎研修を新入
社員227名に実施し、「法令入門ハンドブック」と「コンプライアン
スハンドブック」を受講者に配付しました。加えて、当社および国
内グループ会社の役員および従業員※1に対して、全社的なコンプ
ライアンス教育※2（eラーニング等による方法）を年1回実施して
おり、受講者数4,321名、受講率98.3％となっています。海外グル
ープ会社の役員及び従業員に対しては、2025年3月期に「コンプラ
イアンスハンドブック」のGlobal版を作成し、その内容の周知徹底
を図っています。
※1 休職者を除く
※2 内部通報制度の周知、贈収賄防止、ハラスメント防止の内容を含む

■ 贈収賄防止の取り組み

　ミウラグループは、グローバル事業を展開するにあたり、「ミウラ

グループ贈収賄防止基本方針」に基づいて、「ミウラグループ贈収賄
防止基本規程」を制定し、グループ各社に周知しています。海外グ
ループ会社への周知については、現地の言語で要領を作成し、各国
に応じた運用を実施しています。また、サプライヤーに対しても、当
社の行動規範として贈収賄を禁止している旨を文書により周知して
います。2025 年3月期の取り組みとしては、前述のとおり、贈収賄
防止を含む内容のコンプライアンス教育を実施しています。

■ 税務コンプライアンス

　ミウラグループは、事業活動を展開している国・地域の納税にお
ける透明性の確保が重要と考え、「ミウラグループ企業行動規範」
に基づき、税務コンプライアンスを徹底しています。税務リスクに
対しては、各国の税制や税務行政への適正な対応を行うことでリス
クの最小化を図り、法令の適用・解釈についても外部専門家からの
適正な助言・指導を受け対応をしています。グループ内の移転価格
税制においては、「OECD移転価格ガイドライン」の遵守に努め、グ
ループ各社の国・地域の税制に基づいた管理を行っています。

り組み）の実施状況、次期のコンプライアンス推進活動の方針、新
法・改正法への対応などについて審議を行い、他の定例会では、コ
ンプライアンス推進活動の進捗状況や対象期間において発生した
トピックスなどについて報告しております。なお、2025年3月期は
2025年3月に年次定例会を開催しています。

コンプライアンス委員会

相談・通報窓口
（社内・社外）

相談・通報

相談・通報

報告等

報告

ミウラグループ取引先

取締役会 監査等委員会

経営会議

監査

指示

事務局：法務部
（事務局長：法務部担当執行役員）

監査部門

内部監査部

品質保証部

安全保障輸出管理部

環境管理部

連携報告等※

※重要な事項
監督

諮問・答申等

指示 監査

年度方針

報告

報告

指示・監督 報告・相談

各事業部門・グループ会社

コンプライアンス推進責任者
（各事業部門：執行役員　グループ会社：社長）

各従業員

指示

報告

コンプライアンス  /  リスクマネジメント

ミ
ウ
ラ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ガ
バ
ナ
ン
ス

ミ
ウ
ラ
の
目
指
す
姿

デ
ー
タ
セ
ク
シ
ョ
ン

71 72│　　　　三浦工業株式会社  統合報告書 2025

https://www.miuraz.co.jp/csr/social/security.html

